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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、社会的使命の遂行とともに継続的な企業価値の増大を目指して経営基盤の強化に取り組んでおり、コーポレート・ガバナンスの充実を

経営の最重要課題の一つと位置付けております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」の主旨を踏まえ、「ミスミグループ コーポレートガバナンス基本方針」において、当社のコーポレート・ガ

バナンスの体制や取り組みが、コーポレートガバナンス・コードに制定されている諸原則について、すべて実施していることを示しています。

（※）下記【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】をご参照ください。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、「コーポレートガバナンス・コード」の主旨を踏まえ、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその枠組み、運営に係る方針を定めた「ミスミグループ　コーポレートガバナンス基本方針」を制
定いたしました。コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項は、本基本方針に網羅しておりますので、本基本方針をご参照くださ
い。

「ミスミグル―プ コーポレートガバナンス基本方針」は、当社ウェブサイトに掲載しています。

（日本語）ＵＲＬ： http://www.misumi.co.jp/ir/library/corporate_governance.php

（英語）ＵＲＬ： http://www.misumi.co.jp/english/ir/library/corporate_governance.php

原則1-3：

基本方針2.(5) 「株主の皆様との関係」をご参照ください。

原則1-7：

基本方針4.(1) 「取締役会の役割」をご参照ください。

原則3-1（i)：

基本方針2.(1) 「株主の皆様との関係」をご参照ください。

原則3-1(ii)：

基本方針1. 「コーポレートガバナンスの原則」をご参照ください。

原則3-1(iii)：

基本方針4.(5) 「取締役の報酬」をご参照ください。

原則3-1(iv)(v)：

基本方針4.(3) 「取締役の選任」をご参照下さい。

取締役・監査役の個々の選任理由につきましては、「第54回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類をご参照ください。「第54回定時株主
総会招集ご通知」は、当社ウェブサイトに掲載しています。

補充原則4-1-1：

基本方針4.(6) 「取締役会の運営」をご参照ください。

原則4-9：

基本方針4.(4) 「独立社外取締役」をご参照ください。

補充原則4-11-1：

基本方針4.(2) 「取締役会の構成」をご参照ください。

補充原則4-11-2：

基本方針4.(3) 「取締役の選任」及び基本方針5.(2)　「監査役の選任」をご参照ください。

補充原則4-11-3：

当社は、「ミスミグループ コーポレートガバナンス基本方針」の4 (6)において、「取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を

行う」と定めております。2015年度の評価プロセス及びその評価結果の概要は以下のとおりです。



＜評価プロセス＞

当社取締役会の実効性に関する自己評価について、取締役・監査役に質問票を配布し回答を得ました。指定された評価メンバーが、回答の集計
結果、当年度の取締役会開催状況や議事内容、他社取締役会参考資料等を踏まえて協議のうえ、分析・評価を行いました。

＜評価結果＞

当社取締役会は、以下のとおり、その実効性が充分に確保出来ていると評価しました。

・取締役会の議案の審議においては、活発な発言がなされると共に充分な時間を掛け、適切な意思決定が行われている。

・社外取締役及び社外監査役はそれぞれの専門的見地より積極的な発言を行うなど、活発な議論を促進している。またその意見は当社経営の意
思決定プロセスに充分反映されている。

・取締役・監査役の人数等の取締役会の構成、および取締役会が全体として保有する知識やスキルの構成状況は概ね適当である。

・当社の取締役会の役割機能や運営方法について、実効性を高めるための試みが重ねられており、取締役会では審議の活性化、指導監督機能
強化が図られている。

今後は、事業のグローバル化への対応、製造業・流通業のＩＴ化への対応、執行役員等の経営幹部の拡充等のグループの重要課題について、取
締役会としての議論をより深めてまいります。

補充原則4-14-2：

基本方針4.(7) 「取締役の研修・研鑽」及び基本方針5.(4)　「監査役の研修・研鑽」をご参照ください。

原則5-1：

基本方針2.(4) 「株主の皆様との関係」をご参照ください。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 44,279,400 16.07

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 22,309,200 8.10

STATE STREEＴ BANK AND TRUST COMPANY 11,567,711 4.20

みずほ信託銀行株式会社　退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者　資産管理サービス信託

銀行株式会社
10,678,500 3.88

MSCO CUSTOMER SECURITIES 7,614,255 2.76

GOLDMAN, SACHS&CO. REG 6,396,375 2.32

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 6,112,410 2.22

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 5,993,050 2.17

田口　弘 5,930,000 2.15

資産管理サービス信託銀行株式会社 4,729,300 1.72

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

「大株主の状況」については、2017年3月31日現在の状況を記載しておりま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 その他の取締役

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

沼上幹 学者

小城武彦 他の会社の出身者

西本甲介 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

沼上幹 ○

沼上幹氏は、独立役員であります。

一般株主との利益相反が生じるおそれが

ある属性として取引所が規定する項目に

該当するものはありません。

経営学者としての専門的な知識および第一線
の企業研究の専門家としての豊富な経験に基
づき、当社グループの経営につき適切な助言
および監督を行っており、今後も引き続きその
職務を適切に遂行いただけるものと判断したた
めです。



小城武彦 ○

小城武彦氏は、独立役員であります。

一般株主との利益相反が生じるおそれが
ある属性として取引所が規定する項目に
該当するものはありません。

長年の企業経営者としての豊富な経験と幅広
い見識に基づき、当社グループの経営につき
適切な助言および監督を行っており、今後も引
き続きその職務を適切に遂行いただけるものと
判断したためです。

西本甲介 ○

西本甲介氏は、独立役員であります。

一般株主との利益相反が生じるおそれが
ある属性として取引所が規定する項目に
該当するものはありません。

長年の企業経営者としての豊富な経験と日本
の様々な製造業についての幅広い見識を有し
ております。これらの経験と見識に基づき、当
社グループの経営につき適切な助言および監
督を行っていただけるものと判断したため、選
任致しました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 4 0 2 2 0 0
社内取
締役

補足説明

報酬委員会は、社外取締役・取締役会議長及び代表取締役社長ＣＥＯで構成されております。

また、取締役の報酬についても、報酬委員会にて討議し、報酬委員会の権限で決定しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、内部監査部門として代表取締役直属の内部監査チームを設置しています。内部監査チームは5名体制で執行部門に対して内部監査

を実施し、指摘事項とその改善案を記載した内部監査報告書を作成し、代表取締役へ報告するとともに、監査役及び被監査部門に提出します。
不備事項が指摘された場合は、該当部門において改善計画が立案・実行され、内部監査チームがその改善結果を監視する体制を取っています。

当社は、監査役3名中2名が社外監査役であります。社外監査役のうち1名が公認会計士であり、他社での経営者及び監査役の経験者、1名が弁
護士であり、会計及び法令に精通している立場から監査することにより、企業行動の透明性及び財務上の数値の信頼性を一層高めております。

各監査役は、監査役会で定めた監査の方針及び実施計画に従い監査活動を実施するとともに、経営意思決定に係わる主要な会議には常任

メンバーとして出席し、コーポレート・ガバナンスの一翼を担っております。

監査役と内部監査チームは、月1回の定例会で情報共有を図る等、会計監査人も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上を

図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

野末寿一 弁護士

青野奈々子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

野末寿一 ○

野末寿一氏は、独立役員であります。

一般株主との利益相反が生じるおそれが

ある属性として取引所が規定する項目に

該当するものはありません。

弁護士としての法務に関する専門的な知識や
経験等を当社の監査体制の充実・強化のため
に活かし、独立した立場から公正かつ客観的な
監査機能を果たしていただいており、今後も引
き続きその役割を担っていただけるものと判断
したためです。

青野奈々子 ○

青野奈々子氏は、独立役員であります。
一般株主との利益相反が生じるおそれが
ある属性として取引所が規定する項目に
該当するものはありません。

公認会計士として財務会計に関する相当程度
の知見および経営者や監査役としての経歴か
ら培ってきた幅広い見識を有しております。こ
れらの知見および見識を当社の監査体制の充
実・強化のために活かし、独立した立場から公
正かつ客観的な監査機能を果たしていただけ
るものと判断したため、選任致しました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社、子会社及び関連会社の業績向上へのインセンティブを高め、積極的な事業展開により業績向上を図ること、及び優秀な人材の確保を

目的として、業績連動型報酬及びストックオプションを付与しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明



当社、子会社及び関連会社の業績向上へのインセンティブを高め、積極的な事業展開により業績向上を図ること、及び優秀な人材の確保を

目的として、上記対象者に対してストック・オプションを付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

株主総会の決議（2014年6月13日定時株主総会）による取締役の報酬の額は年額11億円以内（うち社外取締役4千万円以内）であり、その報酬

等の額には、使用人兼務取締役の使用人としての給与及びストック・オプションとしての新株予約権は含んでおりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は役員の報酬等の額の決定に関して、過去の経験、市場水準とその貢献に照らして妥当な報酬を付与する、という方針であります。

また、取締役の報酬については、社外取締役・取締役会議長及び代表取締役社長ＣＥＯで構成される報酬委員会にて討議し、報酬委員会の

権限で決定しております。その他の取締役の報酬に関する事項は、代表取締役が水準等を定めたうえで、報酬委員会に報告し、取締役会の

承認を得て決定しております。市場水準は、東証一部上場企業が参加する市場調査に毎年参加し、役職とその責務の重さに応じた確認を行

っております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

会議体運営事務担当を設置し、同担当が社外取締役及び社外監査役との調整・連絡業務役を担っております。やむなく取締役会に欠席する

場合は、当該取締役及び監査役に対し、会議体運営事務担当から速やかに資料及び議事録の送付を実施し、常に情報を共有できる体制を

整えております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、取締役会、グループ本社役員会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。

取締役会は、ミスミグループの戦略的な方向付けを行い、重要な業務執行を決定するとともに、業務執行取締役並びに企業体・事業本部及び
サービスプラットフォームの代表執行役員の職務の執行を監督・指導する責務、適切な内部統制システムを構築する責務等を負っています。

また、ミスミグループの内部統制システムの運用状況、行動規範の実践状況及び内部通報制度の運用状況について定期的に評価及び必要な見
直しを行います。

取締役会は社外取締役3名を含む取締役7名（提出日現在）で構成され、原則として月1回の定期開催のほか必要に応じて臨時取締役会を開催
し、経営及び事業上の重要な意思決定を行うとともに、業務執行を監督しております。また、社外取締役を除く取締役3名及び企業体・事業本部・
サービスプラットフォームの代表執行役員17名を加えた合計20名（提出日現在）で構成されるグループ本社役員会を月1回開催し、監督と執行の
両面での強化を図っております。

当社グループの事業については「企業体」「事業本部」を、事業サポート・インフラ機能については「サービスプラットフォーム」をそれぞれ発足させ、
企業体・事業本部・サービスプラットフォームに権限と責任を委譲し、ミスミの営業組織を持つ事業部門と駿河生産プラットフォームの製造部門との
製販一体の経営の実現と、意思決定の迅速化を図っております。

ミスミグループ内の各企業体及びプラットフォームグループにおいて企業体取締役会及び経営会議等の会議体を設け、意思決定プロセスの明確
化を図っております。企業体取締役会には、当社の業務執行取締役及び他の企業体等の代表執行役員が、「企業体外取締役」として参加し、企
業体経営陣の経営および職務の執行を監督しております。

監査役会は社外監査役2名を含む監査役3名で構成され、取締役の職務執行の監査を行っているほか、会計監査人及び内部監査チームとの連
携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

さらに、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役を含む報酬委員会を設置し、適切な報酬水準について審議・決定する仕組みをとっておりま
す。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役設置会社であり、取締役会には3名の社外取締役及び2名の社外監査役を有しています。

取締役会においては、社外取締役を含む取締役が取締役会での経営及び事実上の重要な意思決定ならびに業務執行を監督し、また、社外監査
役を含む監査役が会計及び法令に精通している立場から監査することにより、経営の健全性確保を図る体制としております。

当社では、このようなコーポレート・ガバナンス体制が有効に機能しており、適切な体制であると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 例年集中日を避けて株主総会を開催しております。

電磁的方法による議決権の行使 2011年6月株主総会より、インターネットによる議決権行使を導入しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2011年6月株主総会より株式会社ＩＣＪが運用する議決権電子行使プラットフォームへ

参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供
2014年6月株主総会より招集通知（日本語・英語）を取締役会の決議と同日に

弊社ホームページに早期掲載を実施しております。

その他
株主総会後に株主経営説明会の開催および商品展示ブースの設置を行い、

株主と経営陣との対話の場を設けております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページのＩＲサイトに日本語、英語とも作成し、公表しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期毎の決算説明会や投資家向けの説明会を実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載 当社ホームページに毎月の売上状況及び決算資料などを掲載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置
コーポレート・リレーション室にIRチームの部署を設置しており、機関投資家の

ＩＲ個別取材対応、個人投資家からの質問等に随時対応しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
ＩＳＯ14001を取得しており環境活動方針にそった管理運営を行っております。

また、有害化学物質を含有しない商品開発・調達を推進しています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社の取締役会は、2015年5月14日開催の取締役会で、会社法第362条第4項第6号並びに会社法施行規則第100条第1項及び第3項に

基づき「内部統制システムの基本方針」の決議を行っており、その内容は以下のとおりであります。

（1）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役会、グループ本社役員会等重要な会議における議事録を法令、規程に従い作成し、適切に保管する。

（2）当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・ミスミグループ本社及びその子会社（以下総称して「ミスミグループ」と呼ぶ）の法令遵守、環境、情報、輸出管理、自然災害等のリスクに

対しては、各種規程・社内ルール・マニュアルを整備し、リスク管理体制を構築する。

・ミスミグループに不測の事態が発生した場合は、対策本部を設置し迅速に対応するとともに、その経過を取締役会に報告する。

（3）当社及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・ミスミグループの経営計画は最終的に取締役会で承認を行い、月次開催のグループ本社役員会にてその進捗確認を行う。

・進捗確認等により発見された重要事項は、取締役会またはグループ本社役員会等で討議する。

・毎月の取締役会では、業績報告を行い、業績の監視と重要事項に対する助言及び指導を行う。

（4）当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・ミスミグループの役職員は、ミスミグループ行動規範を遵守し、法令及び定款に適合することを確保する。

・職務権限規程等のミスミグループの意思決定ルールにより、職務の執行が適正に行われる体制とする。

・法令や規程・社内ルールに対する違反、及び違反の疑いがある行為の早期発見のために、ミスミグループ全体を対象とした内部通報制度を

設置し、通報者への不利益な取扱いの防止を保証する。

（5）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告その他当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

・ミスミグループ本社は、各子会社の業績及び業務の執行状況について、月１回、子会社に報告させる。

・ミスミグループ本社は、グループ本社役員会で各子会社における業績報告や経営計画の進捗確認を行うことで、各子会社の業務の適正性を

確保する。

・内部監査部門は、各子会社に対して定期的に業務監査を実施する。

・反社会的勢力に対して、ミスミグループ行動規範でその関係断絶を定め、ミスミグループ全体として毅然とした態度で臨み対応する。

（6）当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

・監査役は監査役補助者の任命を自由に行えるものとし、監査役補助者の人事異動、評価等については、監査役が関与する。

・監査役補助者は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指示に従って業務を遂行する。

（7）当社の監査役への報告に関する体制

・監査役は取締役会、グループ本社役員会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人は、ミスミグループに著しい影響を及ぼす事実が

発生または発生する恐れがあるときは監査役に速やかに報告する。

・ミスミグループの役職員は、監査役から業務執行に関する報告を求められたときは、これに応じて適切に報告を行う。

・監査役は会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行い、会計監査人に対しては、必要に応じて報告を

求める。

・内部通報制度の担当部署は、ミスミグループの内部通報の状況について定期的に監査役に報告する。

・監査役へ報告を行ったミスミグループの役職員への不利益な取扱いの防止を保証する。

（8）当社の監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項

・監査役の職務の執行について生じる費用等につき、毎年一定額の予算を設ける。また、その他監査役の職務の執行について必要な費用に

ついては、監査役からの請求により速やかに前払いまたは費用精算を行う。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に対しては、「ミスミグループ行動規範」において反社会的勢力との関係断絶を遵守事項として定めており、ミスミグループ

全体として反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み対応しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適切な企業グループ体制の下、遵法を意識しその強化を図ると共に、株主価値の向上を図るべく迅速かつ効率的な業務執行を遂行する体制の

確立に向けて邁進して参ります。


